
新入学までの流れ 
 

対 象 来年度小学校へ入学する予定の子ども 

 

 

 

 

※指定学校とは、伊勢崎市の規則により住民票の住所によって定められる、就学すべき学校です。 

変更の必要がある場合には、教育委員会へ御相談ください。 

 

 入学までに市外に転出

予定がある 

指定された健診日はどう

しても都合が合わない 

市内で転居予定がある 

伊勢崎市教育委員会 学務課へ連絡 

転出予定先の 

小学校で受診 

指定学校で

受診 

転出予定先の小学校へ入学 

転居予定先の小学校で

健康診断を受診 

 

指定学校以外の

学校で受診 

する しない 

転居予定先の

小学校で受診 

指定学校で

受診 

入学通知書（シーラーはがき）郵送 

※1月下旬頃 

指定学校へ入学 転居予定先の小学校へ入学 

指定学校で受診 

教育委員会から就学時健康診断実施のお知らせを郵送します（9月下旬頃） 


